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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１１月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１月２２日 １５時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県三島
み し ま

村竹
たけ

島南方沖 

 三島村所在の薩摩
さ つ ま

硫黄
い お う

島灯台から真方位１０３°８.６海里（Ｍ）

付近 

 （概位 北緯３０°４５.２′ 東経１３０°２６.２′） 

事故調査の経過  平成２５年２月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第八みつ丸、１８.９８トン 

   ＫＧ２－１３７（漁船登録番号）、みつ丸水産有限会社 

   １４.９０ｍ（Lr）×３.７４ｍ×１.４８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５８８.４０kＷ、昭和５６年５月２３日 

   第２９５－３７５０２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 漁
ぎょ

政
せい

丸、８.８３トン 

   ＫＭ２－３４５７（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.８０ｍ（Lr）×２.７３ｍ×１.２８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２７９.５０kＷ、昭和５６年１月１１日 

   第２９３－１３８３８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５５年９月５日 

    免許証交付日 平成２４年１２月１０日 

           （平成３０年３月２４日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ５４歳 

   海技免状等 なし、甲板部航海当直部員の認定 あり 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年９月１９日 

    免許証交付日 平成２４年６月１１日 

           （平成３０年１月１５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船首外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に亀裂 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか２人が乗り組み、竹島北東方沖を

自動操舵で航行中、甲板員Ａが、操舵室で椅子に座って船橋当直を行

っていたところ、平成２５年１月２２日１４時２０分ごろ、鹿児島県

屋久島町口
くちの

永
え

良部
ら ぶ

島東方沖約２Ｍに向ける針路に設定したとき、６

Ｍレンジに設定したレーダー画面及び目視で左舷船首方のタンカーが

東進することを確認した。 

甲板員Ａは、タンカー以外に船舶の映像を認めなかったので、前路

に他船はいないものと思い、約７ノット（kn）の速力で南南西進して

いたところ、衝突の直前に船首方向にＢ船のマストを視認し、急いで

機関を後進にしたが、１５時００分ごろ、竹島南方沖において、Ａ船

の右舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 操舵室のベッドで就寝していた船長Ａは、衝撃に続き、甲板員Ａの

大声で衝突したことを知り、自動操舵から手動操舵に切り替えて機関

を後進とした。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、竹島南方沖を自動操舵で航行

中、船長Ｂが、１４時４５分ごろ１.５Ｍレンジに設定したレーダー

画面を見て船舶の映像を認めなかったので、前路に他船はいないもの

と思い、操舵室でテレビの受信設定を行い、約６kn の速力で北北東進

していたところ、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ａは、Ｂ船がＡ船と同じ製氷所で氷類を購入することを知って

いたので、製氷所の関係者に海上保安庁への事故通報を依頼するとと

もに、Ｂ船の無線周波数番号を製氷所の関係者から聞き、Ｂ船に無線

で連絡を取ったところ、Ｂ船に浸水があったことから、Ｂ船を鹿児島

県指宿市指宿港付近までえい
．．

航した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ７、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期、波高 約３ｍ 

 その他の事項 

 

Ａ船は、椅子に座って操船する場合、前方の見通しが悪く、前方の

見張りを行う場合は、椅子から立ち上がって行う必要があった。 

Ａ船のレーダー画面は、本事故当時、波による海面反射が強く、中

心１Ｍ付近が白く映り、見えづらい状況であった。 

甲板員Ａは、レーダーレンジの変更、感度の調整等を行っていなか

った。 

Ｂ船のレーダー画面は、当時、波による海面反射が強く、白く映

り、見えづらい状況であった。 

船長Ｂは、レーダーレンジの変更、感度の調整等を行っていなかっ

た。  
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、竹島南方沖を南南西進中、甲板員Ａが、６Ｍレンジに設定

したレーダー画面を見て前路に他船を認めなかったので、他船はいな

いものと思い、前方の見通しが悪い状況であったが、椅子に座って船

橋当直を行っており、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ

船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。  

 Ｂ船は、竹島南方沖を北北東進中、船長Ｂが、１.５Ｍレンジに設

定したレーダー画面を見て前路に他船を認めなかったので、他船はい

ないものと思い、テレビの受信設定を行い、見張りを行っていなかっ

たことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。  

原因  本事故は、竹島南方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が北北東

進中、甲板員Ａが見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが見張

りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航海当直中は、見張りに専念すること。 

 


